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平成２９年６月 

柏原市健康福祉部福祉指導監査課 

 

 



           柏原市からの情報提供について 

 

柏原市健康福祉部福祉指導監査課では、介護保険法に基づく事業者の指定ならびに指

導および監査に関する事務を行っております。 

 

 介護保険サービス提供事業者の方々につきましては、ホームページにより法令改正、

通知、新着情報、各種手続き（新規・変更・更新申請）、ならびに指導及び監査などの

情報提供を行っておりますので、「柏原市福祉指導監査課のホームページ」の確認を適

宜行うようお願いいたします。 

  

  

柏原市健康福祉部福祉指導監査課 

    http://www.city.kashiwara.osaka.jp/soshiki/fukushishido/ 

 ○介護保険に関する様式（事業関係）を PDF 形式及び WORD 形式により提供しています。 

（様式の一部は、EXCEL 形式により提供しています。） 

○諸手続（新規・変更・更新申請など）の届出方法や届出書類について掲載しています。 

 

●介護保険関係参考資料のページ 

   http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014090200088/ 

 ○平成２７年度介護報酬改定説明会の資料や、報酬改定に係る厚労省からのＱ＆Ａなどを掲載し

ています。 

 

 柏原市健康福祉部高齢介護課 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/soshiki/koreikaigo/ 

 

 

※柏原市のトップページから福祉指導監査課のホームページを表示する場合は、市の 

トップページの上段にあるキーワード検索欄の横の「組織から探す」を選択し、一覧の 

中から「福祉指導監査課」及び「高齢介護課」を選択してください。 
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地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
共
通
事
項

項
⽬

条
例

等
に

定
め

られ
た

基
準

指
導

した
際

に
よ

くあ
る

ケ
ー

ス
と改

善
ポ

イン
ト

利
⽤

者
に

つ
い

て

　事
業

の
指

定
は

、厚
⽣

労
働

省
令

で
定

め
る

とこ
ろ

に
よ

り、
地

域
密

着
型

サ
ー

ビス
事

業
を

⾏
う者

（
地

域
密

着
型

介
護

⽼
⼈

福
祉

施
設

⼊
所

者
⽣

活
介

護
を

⾏
う事

業
に

あ
って

は
、⽼

⼈
福

祉
法

第
⼆

⼗
条

の
五

 に
規

定
す

る
特

別
養

護
⽼

⼈
ホ

ー
ム

の
うち

、そ
の

⼊
所

定
員

が
⼆

⼗
九

⼈
以

下
で

あ
って

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

数
で

あ
る

も
の

の
開

設
者

）
の

申
請

に
よ

り、
地

域
密

着
型

サ
ー

ビス
の

種
類

及
び

当
該

地
域

密
着

型
サ

ー
ビス

の
種

類
に

係
る

地
域

密
着

型
サ

ー
ビス

事
業

を
⾏

う事
業

所
（

第
七

⼗
⼋

条
の

⼗
三

第
⼀

項
及

び
第

七
⼗

⼋
条

の
⼗

四
第

⼀
項

を
除

き
、以

下
この

節
に

お
い

て
「事

業
所

」と
い

う。
）

ご
とに

⾏
い

、当
該

指
定

を
す

る
市

町
村

⻑
が

その
⻑

で
あ

る
市

町
村

が
⾏

う介
護

保
険

の
被

保
険

者
（

特
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビス

に
係

る
指

定
に

あ
って

は
、当

該
市

町
村

の
区

域
内

に
所

在
す

る
住

所
地

特
例

対
象

施
設

に
⼊

所
等

を
して

い
る

住
所

地
特

例
適

⽤
要

介
護

被
保

険
者

を
含

む
。）

に
対

す
る

地
域

密
着

型
介

護
サ

ー
ビス

費
及

び
特

例
地

域
密

着
型

介
護

サ
ー

ビス
費

の
⽀

給
に

つ
い

て
、そ

の
効

⼒
を

有
す

る
。

○
　柏

原
市

の
被

保
険

者
で

あ
る

こと
を

確
認

して
い

な
い

。

＜
ポ

イン
ト＞

　地
域

密
着

型
サ

ー
ビス

は
、指

定
に

つ
い

て
は

市
町

村
⻑

が
⾏

い
、原

則
とし

て
当

該
市

町
村

の
被

保
険

者
に

限
り利

⽤
で

き
る

。
　他

の
市

町
村

の
被

保
険

者
の

利
⽤

相
談

が
あ

った
場

合
は

当
該

他
の

市
町

村
の

保
険

者
に

相
談

。

認
知
症
対
応
型
共
同
⽣
活
介
護

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

の
作

成

１
　共

同
⽣

活
住

居
の

管
理

者
は

、計
画

作
成

担
当

者
に

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

の
作

成
に

関
す

る
業

務
を

担
当

させ
る

も
の

とす
る

。
２

　認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

の
作

成
に

当
た

って
は

、通
所

介
護

等
の

活
⽤

、地
域

に
お

け
る

活
動

へ
の

参
加

の
機

会
の

提
供

等
に

よ
り、

利
⽤

者
の

多
様

な
活

動
の

確
保

に
努

め
な

け
れ

は
な

らな
い

。
３

　計
画

作
成

担
当

者
は

、利
⽤

者
の

⼼
⾝

の
状

況
、希

望
及

び
その

置
か

れ
て

い
る

環
境

を
踏

ま
え

て
、他

の
従

業
者

と協
議

の
上

、援
助

の
⽬

標
、当

該
⽬

標
を

達
成

す
る

⽥
茂

の
具

体
的

な
サ

ー
ビス

の
内

容
等

を
記

載
した

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

を
作

成
しな

け
れ

ば
な

らな
い

。
４

　計
画

作
成

担
当

者
は

、認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

⽤
者

⼜
は

その
家

族
に

対
して

説
明

し、
利

⽤
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

らな
い

。
５

　計
画

作
成

担
当

者
は

、認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

を
作

成
した

際
に

は
、当

該
認

知
症

対
応

型
共

同
⽣

活
介

護
計

画
を

利
⽤

者
に

交
付

しな
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
６

　計
画

作
成

担
当

者
は

、認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

の
作

成
後

に
お

い
て

も
、他

の
介

護
従

業
者

及
び

利
⽤

者
が

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

に
基

づ
き

利
⽤

す
る

他
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビス
等

を
⾏

う者
との

連
絡

を
継

続
的

に
⾏

うこ
とに

よ
り、

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

を
⾏

い
、必

要
に

応
じて

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

計
画

の
変

更
を

⾏
うも

の
とす

る
。

７
　第

２
項

か
ら第

５
項

ま
で

の
規

定
は

、前
項

に
規

定
す

る
認

知
症

対
応

型
共

同
⽣

活
介

護
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
⽤

す
る

。

○
　計

画
作

成
担

当
者

が
、利

⽤
者

の
⽇

常
⽣

活
全

般
の

状
況

及
び

希
望

等
を

踏
ま

え
て

、介
護

の
⽬

標
、当

該
⽬

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビス

内
容

等
を

記
載

した
介

護
計

画
を

作
成

して
い

な
い

。ま
た

は
記

載
内

容
に

不
⾜

・不
備

が
あ

る
。

○
　介

護
計

画
が

更
新

され
て

い
な

い
。ま

た
は

、変
更

の
必

要
が

あ
る

に
も

か
か

わ
らず

変
更

され
て

い
な

い
。

○
　介

護
計

画
の

内
容

に
つ

い
て

利
⽤

者
⼜

は
その

家
族

に
対

し、
説

明
し同

意
を

得
ず

に
作

成
して

い
る

。
○

　介
護

計
画

を
交

付
して

い
な

い
、ま

た
は

、交
付

した
こと

を
把

握
して

い
な

い
。

○
　⼊

居
者

が
⼊

居
して

い
る

ユ
ニッ

ト以
外

の
計

画
作

成
担

当
者

に
よ

り介
護

計
画

が
作

成
され

て
い

る
。
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項
⽬

条
例

等
に

定
め

られ
た

基
準

指
導

した
際

に
よ

くあ
る

ケ
ー

ス
と改

善
ポ

イン
ト

医
療

連
携

体
制

加
算

　別
に

厚
⽣

労
働

⼤
⾂

が
定

め
る

施
設

基
準

に
適

合
す

る
も

の
とし

て
市

町
村

⻑
に

届
け

出
た

指
定

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

事
業

所
に

お
い

て
、指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
⽣

活
介

護
を

⾏
った

場
合

は
、医

療
連

携
体

制
加

算
とし

て
、１

⽇
に

つ
き

所
定

単
位

数
を

加
算

す
る

。

別
に

厚
⽣

労
働

⼤
⾂

が
定

め
る

施
設

基
準

イ　
当

該
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
⽣

活
介

護
事

業
所

の
職

員
とし

て
、⼜

は
病

院
若

しく
は

診
療

所
若

しく
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョン
との

連
携

に
よ

り、
看

護
師

を
１

名
以

上
確

保
して

い
る

こと
。

ロ　
看

護
師

に
よ

り２
４

時
間

連
絡

で
き

る
体

制
を

確
保

して
い

る
こと

。
ハ

　重
度

化
した

場
合

の
対

応
に

係
る

指
針

を
定

め
、⼊

居
の

際
に

利
⽤

者
⼜

は
その

家
族

等
に

対
して

、当
該

指
針

の
内

容
を

説
明

し、
同

意
を

得
て

い
る

こと
。

○
　看

護
師

に
よ

る
２

４
時

間
連

絡
で

き
る

体
制

が
確

保
され

て
い

な
い

。
○

　医
療

連
携

体
制

加
算

を
算

定
して

い
る

事
業

所
が

⾏
うべ

き
具

体
的

サ
ー

ビス
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
看

護
師

の
勤

務
時

間
が

確
保

され
て

い
な

い
。

○
　算

定
要

件
で

あ
る

「重
度

化
した

場
合

に
お

け
る

対
応

に
係

る
指

針
」が

作
成

され
て

い
な

い
。⼜

は
内

容
に

不
備

が
あ

る
。

○
　「

重
度

化
した

場
合

に
お

け
る

対
応

に
係

る
指

針
」を

、⼊
居

者
⼜

は
その

家
族

に
対

して
、⼊

居
の

際
に

説
明

し、
同

意
を

得
て

い
な

い
。

＜
ポ

イン
ト＞

医
療

連
携

体
制

加
算

を
算

定
して

い
る

事
業

所
が

⾏
うべ

き
具

体
的

サ
ー

ビス
とし

て
は

、
・　

利
⽤

者
に

対
す

る
⽇

常
的

な
健

康
管

理
・　

通
常

時
及

び
特

に
利

⽤
者

の
状

態
悪

化
時

に
お

け
る

医
療

機
関

（
主

治
医

）
との

連
絡

・調
整

・　
看

取
りに

関
す

る
指

針
の

整
備

　が
想

定
され

て
お

り、
これ

らの
業

務
を

⾏
うた

め
に

必
要

な
勤

務
時

間
を

確
保

す
る

こと
が

必
要

で
あ

る
。

「重
度

化
した

場
合

に
お

け
る

対
応

に
係

る
指

針
」に

盛
り込

む
べ

き
事

項
とし

て
は

、
①

　急
性

期
に

お
け

る
医

師
や

医
療

機
関

との
連

携
体

制
②

　⼊
院

期
間

中
に

お
け

る
認

知
症

対
応

型
共

同
⽣

活
介

護
に

お
け

る
居

住
費

や
⾷

費
の

取
扱

い
③

　看
取

りに
関

す
る

考
え

⽅
、本

⼈
及

び
家

族
との

話
し合

い
や

意
思

確
認

の
⽅

法
等

の
看

取
りに

関
す

る
指

針
　　

　な
どが

考
え

られ
る

。

地
域
密
着
型
通
所
介
護

　別
に

厚
⽣

労
働

⼤
⾂

が
定

め
る

施
設

基
準

に
適

合
して

い
る

も
の

とし
て

市
町

村
⻑

に
届

け
出

た
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
⽣

活
介

護
事

業
所

に
お

い
て

、別
に

厚
⽣

労
働

⼤
⾂

が
定

め
る

基
準

に
適

合
す

る
利

⽤
者

に
つ

い
て

は
、看

取
り介

護
加

算
とし

て
、死

亡
⽇

以
前

４
⽇

以
上

３
０

⽇
以

下
に

つ
い

て
は

１
⽇

１
４

４
単

位
を

、死
亡

⽇
の

前
⽇

及
び

前
々

⽇
に

つ
い

て
は

１
⽇

に
つ

き
６

８
０

単
位

を
、死

亡
⽇

に
つ

い
て

は
１

⽇
に

つ
き

１
，

２
８

０
単

位
を

死
亡

⽉
に

加
算

す
る

。た
だ

し、
退

去
した

⽇
の

翌
⽇

か
ら

死
亡

⽇
ま

で
の

間
⼜

は
医

療
連

携
体

制
加

算
を

算
定

して
い

な
い

場
合

は
、算

定
しな

い
。

　別
に

厚
⽣

労
働

⼤
⾂

が
定

め
る

施
設

基
準

イ　
看

取
りに

関
す

る
指

針
を

定
め

、⼊
居

の
際

に
、利

⽤
者

⼜
は

その
家

族
等

に
対

し
て

、当
該

指
針

の
内

容
を

説
明

し、
同

意
を

得
て

い
る

こと
。

ロ　
意

思
、看

護
職

員
（

事
業

所
の

職
員

⼜
は

当
該

事
業

と密
接

な
連

携
を

確
保

で
き

る
範

囲
内

の
距

離
に

あ
る

病
院

若
しく

は
診

療
所

若
しく

は
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョン

の
職

員
に

限
る

。）
、介

護
職

員
、介

護
⽀

援
専

⾨
員

その
他

の
職

種
の

者
に

よ
る

協
議

の
上

、当
該

事
業

所
に

お
け

る
看

取
りの

実
績

等
を

踏
ま

え
、適

宜
、看

取
りに

関
す

る
指

針
の

⾒
直

しを
⾏

うこ
と。

ハ
　看

取
りに

関
す

る
職

員
研

修
を

⾏
って

い
る

こと
。

　別
に

厚
⽣

労
働

⼤
⾂

が
定

め
る

基
準

に
適

合
す

る
利

⽤
者

　次
の

い
ず

れ
に

も
適

合
して

い
る

利
⽤

者
イ　

医
師

が
⼀

般
的

に
認

め
れ

らて
い

る
医

学
的

知
⾒

に
基

づ
き

回
復

の
⾒

込
み

が
な

い
と診

断
した

者
で

あ
る

こと
。

ロ　
医

師
、看

護
職

員
（

事
業

所
の

職
員

⼜
は

当
該

事
業

と密
接

な
連

携
を

確
保

出
き

る
範

囲
内

の
距

離
に

あ
る

病
院

若
しく

は
診

療
所

若
しく

は
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョン

の
職

員
に

限
る

。）
、介

護
⽀

援
船

も
⼈

その
他

の
職

種
の

者
（

以
下

「医
師

等
」）

が
共

同
で

作
成

した
利

⽤
者

の
介

護
に

係
る

計
画

に
つ

い
て

、医
師

等
の

うち
その

内
容

に
応

じた
適

当
な

者
か

ら説
明

を
受

け
、当

該
計

画
に

つ
い

て
同

意
して

い
る

者
（

その
家

族
等

が
説

明
を

受
け

た
上

で
、同

意
して

い
る

者
を

含
む

。）
で

あ
る

こと
。

ハ
　看

取
りに

関
す

る
指

針
に

基
づ

き
、利

⽤
者

の
状

態
⼜

は
家

族
の

求
め

等
に

応
じ

随
時

、医
師

等
の

相
互

の
連

携
の

下
、介

護
記

録
等

利
⽤

者
に

関
す

る
記

録
を

活
⽤

し⾏
わ

れ
る

介
護

に
つ

い
て

の
説

明
を

受
け

、同
意

した
上

で
介

護
を

受
け

て
い

る
者

（
その

家
族

等
が

説
明

を
うけ

、同
意

した
上

で
介

護
を

受
け

て
い

る
者

を
含

む
。）

で
あ

る
こと

。

看
取

り介
護

加
算

○
　医

師
が

⼀
般

に
認

め
られ

て
い

る
医

学
的

知
⾒

に
基

づ
き

回
復

の
⾒

込
み

が
な

い
と診

断
した

者
で

あ
る

こと
が

確
認

され
て

い
な

い
。

○
　利

⽤
者

⼜
は

その
家

族
等

の
同

意
を

得
て

、利
⽤

者
の

介
護

に
係

る
ター

ミナ
ル

ケ
ア

計
画

が
作

成
され

て
い

な
い

。
○

　医
師

、看
護

師
（

当
該

指
定

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

事
業

所
の

職
員

⼜
は

当
該

指
定

認
知

症
対

応
型

共
同

⽣
活

介
護

事
業

所
と密

接
な

連
携

を
確

保
で

き
る

範
囲

内
の

距
離

に
あ

る
病

院
若

しく
は

診
療

所
若

しく
は

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョン
の

職
員

に
限

る
。）

、介
護

職
員

等
が

共
同

して
、利

⽤
者

の
状

態
⼜

は
家

族
の

求
め

等
に

応
じ

随
時

、本
⼈

⼜
は

その
家

族
へ

の
説

明
を

⾏
い

、同
意

を
得

て
、介

護
が

⾏
わ

れ
て

い
な

い
。

○
　当

該
加

算
に

係
る

記
録

が
され

て
い

な
い

。⼜
は

記
録

が
不

⼗
分

で
あ

る
。

　＜
ポ

イン
ト＞

・ 
看

取
り介

護
加

算
は

、基
準

に
適

合
す

る
看

取
り介

護
を

受
け

た
利

⽤
者

が
死

亡
した

場
合

に
、死

亡
⽇

を
含

め
て

３
０

⽇
を

上
限

とし
て

算
定

で
き

る
。当

該
利

⽤
者

が
、死

亡
前

に
退

居
等

した
場

合
で

も
算

定
可

能
で

あ
る

が
、そ

の
際

に
は

、当
該

事
業

所
に

お
い

て
看

取
り介

護
を

直
接

⾏
って

い
な

い
退

居
等

した
⽇

の
翌

⽇
か

ら死
亡

⽇
ま

で
の

間
は

、算
定

す
る

こと
が

で
き

な
い

。し
た

が
って

、退
居

した
⽇

の
翌

⽇
か

ら死
亡

⽇
ま

で
の

期
間

が
３

０
⽇

以
上

あ
った

場
合

に
は

、看
取

り介
護

加
算

を
算

定
す

る
こと

は
で

き
な

い
。

・ 
当

該
事

業
所

を
退

居
等

した
⽉

と死
亡

した
⽉

が
異

な
る

場
合

で
も

算
定

可
能

で
あ

る
が

、看
取

り介
護

加
算

は
死

亡
⽉

に
ま

とめ
て

算
定

す
る

こと
か

ら、
利

⽤
者

側
に

とっ
て

は
、

事
業

所
に

⼊
居

して
い

な
い

⽉
に

つ
い

て
も

⾃
⼰

負
担

を
請

求
され

る
こと

に
な

る
た

め
、利

⽤
者

が
退

居
等

す
る

際
、退

居
等

の
翌

⽉
に

亡
くな

った
場

合
に

、前
⽉

分
の

看
取

り介
護

加
算

に
係

る
⼀

部
負

担
の

請
求

を
⾏

う場
合

が
あ

る
こと

を
説

明
し、

⽂
書

に
て

同
意

を
得

て
お

くこ
とが

必
要

で
あ

る
。

・ 
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
⽣

活
介

護
事

業
所

は
、退

居
等

の
後

も
、継

続
して

利
⽤

者
の

家
族

へ
の

指
導

や
医

療
機

関
に

対
す

る
情

報
提

供
等

を
利

⽤
者

の
家

族
へ

の
指

導
や

医
療

機
関

に
対

す
る

情
報

提
供

等
を

⾏
うこ

とが
必

要
で

あ
り、

利
⽤

者
の

家
族

、⼊
院

先
の

医
療

機
関

等
との

継
続

的
な

関
わ

りの
中

で
、利

⽤
者

の
死

亡
を

確
認

す
る

こと
が

で
き

る
。な

お
、情

報
の

共
有

を
円

滑
に

⾏
う観

点
か

ら、
事

業
所

が
⼊

院
す

る
医

療
機

関
等

に
利

⽤
者

の
状

態
を

尋
ね

た
とき

に
、当

該
医

療
機

関
等

が
事

業
所

に
対

して
本

⼈
の

状
態

を
伝

え
る

こと
に

つ
い

て
、退

居
等

の
際

、本
⼈

⼜
は

家
族

に
対

して
説

明
し、

⽂
書

に
て

同
意

を
得

て
お

くこ
とが

必
要

で
あ

る
。

・ 
本

⼈
ま

た
は

その
家

族
へ

の
説

明
、同

意
や

経
過

等
に

つ
い

て
は

、適
切

な
看

取
り介

護
が

⾏
わ

れ
て

い
る

こと
が

担
保

され
る

よ
う、

記
録

して
お

く必
要

が
あ

る
。

3



項
⽬

条
例

等
に

定
め

られ
た

基
準

指
導

した
際

に
よ

くあ
る

ケ
ー

ス
と改

善
ポ

イン
ト

地
域

との
連

携
等

１
　指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

者
は

、指
定

地
域

密
着

型
通

所
介

護
の

提
供

に
当

た
って

は
、利

⽤
者

、利
⽤

者
の

家
族

、地
域

住
⺠

の
代

表
者

、指
定

地
域

密
着

型
通

所
介

護
事

業
所

が
所

在
す

る
市

町
村

の
職

員
⼜

は
当

該
指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

所
が

所
在

す
る

区
域

を
管

轄
す

る
法

第
百

⼗
五

条
の

四
⼗

六
第

⼀
項

 に
規

定
す

る
地

域
包

括
⽀

援
セ

ンタ
ー

の
職

員
、地

域
密

着
型

通
所

介
護

に
つ

い
て

知
⾒

を
有

す
る

者
等

に
よ

り構
成

され
る

協
議

会
（

以
下

この
項

に
お

い
て

「運
営

推
進

会
議

」と
い

う。
）

を
設

置
し、

お
お

む
ね

六
⽉

に
⼀

回
以

上
、運

営
推

進
会

議
に

対
し活

動
状

況
を

報
告

し、
運

営
推

進
会

議
に

よ
る

評
価

を
受

け
る

とと
も

に
、運

営
推

進
会

議
か

ら必
要

な
要

望
、助

⾔
等

を
聴

く機
会

を
設

け
な

け
れ

ば
な

らな
い

。
２

  　
指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

者
は

、前
項

の
報

告
、評

価
、要

望
、助

⾔
等

に
つ

い
て

の
記

録
を

作
成

す
る

とと
も

に
、当

該
記

録
を

公
表

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。

○
　概

ね
６

か
⽉

に
１

回
以

上
運

営
推

進
会

議
が

開
催

され
て

い
な

い
。

○
　運

営
推

進
会

議
の

議
事

録
（

開
催

記
録

）
が

作
成

され
て

い
な

い
。

○
　運

営
推

進
会

議
の

議
事

録
が

公
表

され
て

い
な

い
。

＜
ポ

イン
ト＞

　運
営

推
進

会
議

は
、指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

所
が

、利
⽤

者
、市

町
村

職
員

、地
域

住
⺠

の
代

表
者

等
に

対
し、

提
供

して
い

る
サ

ー
ビス

内
容

等
を

明
らか

に
す

る
こと

に
よ

り、
事

業
所

に
よ

る
利

⽤
者

の
「抱

え
込

み
」を

防
⽌

し、
地

域
に

開
か

れ
た

サ
ー

ビス
とす

る
こと

で
、サ

ー
ビス

の
質

の
確

保
を

図
る

こと
を

⽬
的

とし
て

設
置

す
る

も
の

で
あ

り、
各

事
業

所
が

⾃
ら設

置
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。こ

の
運

営
推

進
会

議
は

、事
業

所
の

指
定

申
請

時
に

は
、既

に
設

置
され

て
い

る
か

、確
実

な
設

置
が

⾒
込

ま
れ

る
こと

が
必

要
とな

る
も

の
で

あ
る

。ま
た

、地
域

の
住

⺠
の

代
表

者
とは

、町
内

会
役

員
、⺠

⽣
委

員
、⽼

⼈
クラ

ブ
の

代
表

等
が

考
え

られ
る

。
　な

お
、指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

事
業

所
と他

の
地

域
密

着
型

サ
ー

ビス
事

業
所

を
併

設
して

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、１

つ
の

運
営

推
進

会
議

に
お

い
て

、両
事

業
所

の
評

価
等

を
⾏

うこ
とで

差
し⽀

え
な

い
。

　運
営

推
進

会
議

に
お

け
る

報
告

等
の

記
録

は
、５

年
間

保
存

しな
け

れ
ば

な
らな

い
。

4



2
0
1
6
.
5
 

変
更

届
提

出
書

類
一

覧
（

通
所

介
護

・
介

護
予

防
通

所
介

護
）

 
 ■

届
出

に
つ

い
て

 

・
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

変
更

届
に

つ
い

て
は

、
事

業
所

単
位

で
の

届
出

と
な

り
ま

す
。

例
え

ば
、

同
一

所
在

地
に

同
一

法
人

の
運

営
す

る
複

数

の
指

定
事

業
所

が
あ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

移
転

す
る

よ
う

な
変

更
が

生
じ

た
場

合
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
所

か
ら

届
出

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
 

・
届

出
の

期
限

は
変

更
日

か
ら

１
０

日
以

内
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

・
届

出
方

法
が

来
庁

と
な

っ
て

い
る

場
合

は
、

事
前

に
電

話
で

日
時

を
ご

予
約

の
う

え
、

持
参

し
て

く
だ

さ
い

。
 

ま
た

、
届

出
方

法
が

郵
送

の
場

合
で

も
、

あ
る

事
柄

が
原

因
で

、
来

庁
と

郵
送

の
二

つ
の

変
更

届
出

が
必

要
と

な
る

場
合

に
は

、
来

庁
し

て
一

括
で

届
出

て
く

だ
さ

い
。
（

例
：

事
業

所
移

転
に

伴
う

管
理

者
の

変
更

等
) 

な
お

、
届

出
方

法
が

郵
送

と
な

っ
て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

届
出

に
不

備
な

点
等

が
あ

る
場

合
、

来
庁

し
て

い
た

だ
き

直
接

お
聞

き
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

届
出

方
法

は
郵

送
と

な
っ

て
い

る
届

出
に

つ
い

て
は

、
窓

口
に

持
参

し
て

い
た

だ
い

て
も

結
構

で
す

。
 

■
提

出
書

類
 

・
内

容
に

よ
っ

て
は

必
要

と
な

る
書

類
が

変
わ

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

・
資

格
証

・
証

明
書

等
の

写
し

に
は

、
必

ず
法

人
代

表
者

名
で

原
本

証
明

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

 変
更

す
る

事
項

 
提

出
書

類
 

届
出

方
法

 
留

意
点

 

 事
業

所
の

名
称

 

□
変

更
届

出
書

（
様

式
第

4
号

）
 

□
指

定
に

係
る

記
載

事
項

（
付

表
6

）
※

１
 

□
運

営
規

程
 

□
変

更
届

連
絡

票
、

定
型

封
筒

(８
２

円
切

手
貼

付
)※

２
 

 ●
事

業
所

番
号

は
、

同
一

所
在

地
、

同
一

名
称

の
事

業
所

に
対

し
て

１
つ

の
事

業
所

番
号

を
付

与
し

て
い

ま
す

。
そ

の
た

め
以

下
の

よ
う

な
場

合
、

事
業

所

番
号

が
変

更
に

な
り

ま
す

。
 

①
同

一
所

在
地

で
複

数
の

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

事
業

を
同

一
事

業
所

名
称

で
運

営
し

て
お

り
、
そ

の
一

部
の

事
業

に
つ

き
事

業
所

名
称

を
変

更
し

た

場
合

 

②
異

な
る

事
業

所
名

称
で

事
業

を
運

営
し

て
い

た
が

、
同

一
名

称
に

統
一

す

る
よ

う
な

場
合

 

 

 

来
 

庁
 

事
業

所
名

が
定

款
等

で
定

め
ら

れ

て
い

る
場

合
は

、
定

款
等

変
更

の
手

続
が

必
要

で
す

。
(「

法
人

情
報

に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

」
参

照
) 

 別
の

所
在

地
に

あ
る

事
業

所
と

同

一
名

称
を

使
用

す
る

こ
と

は
で

き

ま
せ

ん
。

 

 事
業

所
番

号
が

変
更

に
な

る
場

合

は
事

前
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。

 

  

 事
業

所
の

所
在

地
（

移
転

）
 

改
め

て
事

前
協

議
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

移
転

を
検

討
す

る
時

点
で

お
早

め
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。

 
 ●

柏
原

市
域

を
越

え
る

移
転

の
場

合
は

、
届

出
先

や
届

出
方

法
が

異
な

り
ま

す

の
で

、
「

権
限

移
譲

に
伴

う
事

業
所

を
移

転
す

る
場

合
の

注
意

事
項

に
つ

い

て
」

を
参

照
し

、
移

転
前

に
所

轄
行

政
庁

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

 

 

来
 

庁
 

補
助

金
を

受
け

て
開

設
し

た
事

業

所
は

、
必

ず
整

備
補

助
担

当
課

と
事

前
に

協
議

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

の
福

祉

施
設

や
病

院
等

の
医

療
施

設
を

使

用
す

る
場

合
は

当
該

施
設

の
所

管

課
に

お
い

て
事

前
に

手
続

き
し

て

お
い

て
く

だ
さ

い
。

 

 

建
物

の
構

造
、

設

備
、

専
用

区
画

の

変
更

 

□
変

更
届

出
書

（
様

式
第

４
号

）
 

□
指

定
に

係
る

記
載

事
項

（
付

表
６

）
※

１
 

□
平

面
図

（
各

部
屋

の
用

途
、

面
積

を
明

示
）

 

□
変

更
さ

れ
た

部
分

の
写

真
(カ

ラ
ー

) 
 

□
設

備
・

備
品

等
一

覧
表

 

□
変

更
届

連
絡

票
、

定
型

封
筒

(８
２

円
切

手
貼

付
)※

２
 

●
食

堂
・

機
能

訓
練

室
等

の
区

画
が

変
更

に
な

る
場

合
、

事
前

協
議

が
必

要
で

す
。

事
前

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

●
入

浴
施

設
等

、
加

算
の

対
象

に
な

る
設

備
を

新
た

に
追

加
・

変
更

し
て

も
加

算
届

の
提

出
が

無
い

場
合

、
算

定
で

き
ま

せ
ん

。
 

●
介

護
福

祉
施

設
等

の
建

物
の

一
画

に
事

務
所

を
設

置
し

て
い

る
場

合
は

施
設

内
の

位
置

関
係

等
を

確
認

し
ま

す
の

で
当

該
施

設
の

フ

ロ
ア

図
も

必
要

と
な

り
ま

す
。

 

 

 

来
 

庁
 

 補
助

金
を

受
け

て
開

設
し

た
事

業

所
は

、
必

ず
整

備
補

助
担

当
課

と
事

前
に

協
議

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

の
福

祉

施
設

や
病

院
等

の
医

療
施

設
を

使

用
す

る
場

合
は

当
該

施
設

の
所

管

課
に

お
い

て
事

前
に

手
続

き
し

て

お
い

て
く

だ
さ

い
。

 

  

介
護

給
付

費
算

定
に

係
る

体
制

（
加

算
項

目
）

 

●
詳

細
に

つ
い

て
は

、
「

介
護

給
付

費
算

定
に

係
る

体
制

等
に

関
す

る
届

出
の

提
出

書
類

一
覧

」
を

ご
参

照
く

だ
さ

い
。

 
 

来
 

庁
 

1
5

日
ま

で
に

届
け

出
た

場
合

、
翌

月
１

日
か

ら
、

1
6

日
以

降
の

届
出

と
な

っ
た

場
合

は
、
翌

々
月

1
日

か

ら
の

算
定

開
始

と
な

り
ま

す
。

 

な
お

、
処

遇
改

善
加

算
は

届
出

期
日

が
異

な
り

ま
す

の
で

ご
注

意
く

だ

さ
い

。
 

 次
ペ

ー
ジ

へ
続

く
 

 

2
0
1
6
.
5
 

変
更

す
る

事
項

 
提

出
書

類
 

届
出

方
法

 
留

意
点

 

 運
営

規
程

 

①
定

員
、

単
位

の
変

更
 

注
１

 

□
変

更
届

出
書

（
様

式
第

４
号

）
 

□
指

定
に

係
る

記
載

事
項

（
付

表
６

）
※

１
 

□
運

営
規

程
 

□
従

業
者

の
勤

務
体

制
及

び
勤

務
形

態
一

覧
表

(複
数

単
位

あ
る

場

合
は

単
位

ご
と

に
作

成
) 

(変
更

日
か

ら
４

週
間

分
、

従
業

者
全

員

分
で

作
成

) 

□
変

更
届

連
絡

票
、

定
型

封
筒

(８
２

円
切

手
貼

付
)※

２
 

 

来
 

庁
 

注
１

 
:定

員
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

大
幅

に
増

減
(
前

年
度

か
ら

2
5

％
以

上
の

増
減

)す
る

場
合

、

報
酬

算
定

に
影

響
し

ま
す

の
で

、

事
前

に
届

出
て

く
だ

さ
い

。
 

定
員

変
更

・
単

位
追

加
に

伴
い

区
画

が
変

更
に

な
る

場
合

は
、

平

面
図

と
写

真
の

添
付

も
必

要
に

な
り

ま
す

。
 

 

②
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
、

営
業

日
、

営
業

時
間

 

③
従

業
者

数
の

変
更

 
注

２
 

④
通

常
の

実
施

地
域

、
そ

の
他

の
費

用
(食

事
代

等
)の

変
更

 

⑤
区

画
整

理
等

に
よ

り
住

居
表

示
が

変
更

と
な

っ
た

場
合

 

□
変

更
届

出
書

（
様

式
第

４
号

）
 

□
指

定
に

係
る

記
載

事
項

（
付

表
６

）
※

１
 

□
運

営
規

程
 

□
従

業
者

の
勤

務
体

制
及

び
勤

務
形

態
一

覧
表

(複
数

単
位

あ
る

場

合
は

単
位

ご
と

に
作

成
) 

(変
更

日
か

ら
４

週
間

分
、

従
業

者
全

員

分
で

作
成

)（
②

、
③

の
み

）
 

□
生

活
相

談
員

、
看

護
職

員
、

機
能

訓
練

指
導

員
に

つ
い

て
は

資
格

を
証

す
る

書
類

の
写

し
(未

提
出

の
者

の
み

) 

□
住

居
表

示
変

更
の

証
明

書
等

の
写

し
（

⑤
の

み
）

 

□
変

更
届

連
絡

票
、

定
型

封
筒

(８
２

円
切

手
貼

付
)※

２
 

●
⑤

の
変

更
の

場
合

は
、

運
営

規
程

の
提

出
は

不
要

で
す

。
事

業
所

に
お

い
て

運
営

規
程

を
変

更
し

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。
 

 ⑥
上

記
①

～
⑤

以
外

の
そ

の
他

運
営

規
程

の
変

更
 

□
変

更
届

出
書

（
様

式
第

４
号

）
 

□
指

定
に

か
か

る
記

載
事

項
（

付
表

６
）

※
１

 

□
運

営
規

程
 

□
変

更
届

連
絡

票
、

定
型

封
筒

(８
２

円
切

手
貼

付
)※

２
 

 

 

 
郵

 
送

 

 注
２

 
従

業
者

数
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

で
も

、
そ

の
度

の
届

出
は

不

要
で

す
。

定
員

、
サ

ー
ビ

ス
提

供

時
間

、
営

業
日

、
単

位
の

変
更

時

に
併

せ
て

届
出

て
く

だ
さ

い
。

但

し
、

指
定

基
準

を
満

た
さ

な
く

な

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
あ

り

ま
せ

ん
。

 

 

 管
理

者
の

 

氏
名

及
び

住
所

 

□
変

更
届

出
書

（
様

式
第

４
号

）
 

□
指

定
に

係
る

記
載

事
項

（
付

表
６

）
※

１
 

□
経

歴
書

(参
考

様
式

２
) 

□
誓

約
書

(参
考

様
式

９
－

４
) 

□
組

織
体

制
図

(他
の

業
務

と
兼

務
す

る
場

合
の

み
) 

□
変

更
届

連
絡

票
、

定
型

封
筒

(８
２

円
切

手
貼

付
)※

２
 

 [ 
婚

姻
等

に
よ

る
氏

名
変

更
、

又
は

引
越

し
・

住
居

表
示

の
変

更
等

に
よ

る
住

所
変

更
の

み
の

場
合

 
] 

□
変

更
届

出
書

（
様

式
第

４
号

）
 

□
指

定
に

係
る

記
載

事
項

（
付

表
６

）
※

１
 

□
変

更
届

連
絡

票
、

定
型

封
筒

(８
２

円
切

手
貼

付
)※

２
 

 

  
郵

 
送

 

 

※
１

: 
指

定
に

係
る

記
載

事
項

（
付

表
6

）
に

つ
い

て
は

、
事

業
所

情
報

と
変

更
の

あ
っ

た
箇

所
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

※
２

：
変

更
届

の
受

付
を

証
す

る
書

類
が

必
要

な
場

合
は

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
変

更
届

の
内

容
審

査
後

、
変

更
受

付
票

を
郵

送
に

て
お

返

し
し

ま
す

。
市

役
所

ま
で

受
け

取
り

に
お

越
し

い
た

だ
け

る
場

合
は

定
型

封
筒

（
８

２
円

切
手

貼
付

）
の

提
出

は
不

要
で

す
。

 

 

（
問

合
せ

先
）

柏
原

市
健

康
福

祉
部

福
祉

指
導

監
査

課
 

 
T

E
L
 0

7
2

-
9

7
1

-
5

2
0

2
（

直
通

）
 

5



M
ul
til
in
gu
al

サ
イ
ト
マ
ッ
プ

事
業
者
情
報

キ
ー
ワ
ー
ド検

索
検
索

く
ら

し
⾒

ど
こ

ろ
⼦

育
て

・
教

育
健

康
・

福
祉

ま
ち

づ
く

り
・

環
境

市
政

情
報

防
災

・
防

犯

【
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

】
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
の

実
績

報
告

に
つ

い
て

20
17

年
5⽉

29
⽇

 （
福

祉
指

導
監

査
課

）
 

※
次

の
サ

ー
ビ

ス
（

予
防

含
む

）
は

算
定

対
象

外
で

す
。

訪
問

看
護

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
、

福
祉

⽤
具

貸
与

、
特

定
福

祉
⽤

具
販

売
、

居
宅

介
護

⽀
援

、
介

護
予

防
⽀

援

（
1）

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

の
実

績
報

告
の

届
出

に
つ

い
て

 
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
に

つ
き

ま
し

て
は

、
算

定
を

受
け

る
年

度
ご

と
に

届
出

を
し

て
い

た
だ

く
必

要
が

あ
り

、
算

定
を

受
け

た
場

合
に

は
、

各
事

業
年

度
に

お
け

る
最

終
の

加
算

の
⽀

払
を

受
け

た
⽉

の
翌

々
⽉

の
末

⽇
ま

で
に

実
績

報
告

書
の

提
出

が
必

要
で

す
。

（
2）

届
出

書
類

等
（

平
成

28
年

度
分

）

1．
介

護
職

員
処

遇
改

善
実

績
報

告
書

•
別

紙
様

式
3 

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書

記
⼊

例

•
 

※
法

⼈
単

位
等

、
府

内
の

複
数

の
事

業
所

の
報

告
書

を
⼀

括
し

て
作

成
す

る
場

合
に

添
付

す
る

こ
と

。
別

紙
様

式
3（

添
付

書
類

1）
 

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書
（

指
定

権
者

内
事

業
所

⼀
覧

表
）

•
別

紙
様

式
3（

添
付

書
類

2）
 

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書
（

報
告

対
象

都
道

府
県

内
⼀

覧
表

）

1/
2

ペ
ー

ジ
【
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

】
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
の

実
績

報
告

に
つ

い
て

 | 
大

阪
府

...

20
17

/0
5/

29
ht

tp
:/

/w
w

w
.c

it
y.

ka
sh

iw
ar

a.
os

ak
a.

jp
/d

oc
s/

20
15

04
13

00
02

4/

個
⼈

情
報

の
取

り
扱

い
リ

ン
ク

著
作

権
免

責
事

項
RS

Sに
つ

い
て

ウ
ェ

ブ
ア

ク
セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
お

問
い

合
わ

せ

2．
賃

⾦
⽀

給
額

の
積

算
根

拠
と

な
る

資
料

（
平

成
28

年
度

分
）

3．
定

型
封

筒
（

82
円

切
⼿

貼
付

）
 

 
 

※
実

績
報

告
の

証
と

し
て

受
付

印
を

押
印

し
た

実
績

報
告

書
の

写
し

が
必

要
な

場
合

は
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

（
3）

参
考

資
料

お
問
い
合
わ
せ

福
祉

指
導

監
査

課
電

話
：

07
2-

97
1-

52
02

E-
M

ai
l：

fu
ku

sh
is

hi
do

@
ci

ty
.k

as
hi

w
ar

a.
os

ak
a.

jp

•
  

※
他

の
都

道
府

県
等

に
所

在
す

る
複

数
の

事
業

所
等

を
⼀

括
し

て
作

成
し

、
提

出
す

る
場

合
は

、
上

記
添

付
書

類
2及

び
添

付
書

類
3を

添
付

す
る

こ
と

。

別
紙

様
式

3（
添

付
書

類
3）

 
介

護
職

員
処

遇
改

善
実

績
報

告
書

（
都

道
府

県
状

況
⼀

覧
表

）

•
参

考
様

式
1 

賃
⾦

⽀
給

額
内

訳
書

（
給

与
項

⽬
ご

と
の

総
額

）

•
参

考
様

式
2 

賃
⾦

⽀
給

総
額

⼀
覧

（
対

象
職

員
ご

と
の

賃
⾦

⽀
給

総
額

）

•
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
に

関
す

る
基

本
的

考
え

⽅
並

び
に

事
務

処
理

⼿
順

及
び

様
式

例
の

提
⽰

に
つ

い
て

（
平

成
29

年
3⽉

9⽇
厚

⽣
労

働
省

通
知

）

•
処

遇
改

善
加

算
の

ご
案

内
（

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

）

•
介

護
保

険
最

新
情

報
vo

l.5
80

「
平

成
29

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
よ

る
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
の

拡
充

に
つ

い
て

」

•
平

成
29

年
度

介
護

報
酬

改
定

に
関

す
る

Ｑ
＆

Ａ
（

平
成

29
年

3⽉
16

⽇
）

戻
る

2/
2

ペ
ー

ジ
【
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

】
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
の

実
績

報
告

に
つ

い
て

 | 
大

阪
府

...

20
17

/0
5/

29
ht

tp
:/

/w
w

w
.c

it
y.

ka
sh

iw
ar

a.
os

ak
a.

jp
/d

oc
s/

20
15

04
13

00
02

4/
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別紙様式３ 

介護職員処遇改善実績報告書(平成２８年度) 
柏原市長  様 

 

事業所等情報 介護保険事業所番号       

 

事業者・開設者 
フリガナ  
名  称  

主たる事務所の 
所在地 

〒 
               都・道 
               府・県 
電話番号  FAX 番号  

事業所等の名称 
フリガナ  提供する 

サービス 
 

名  称  

事業所の所在地 

〒 
               都・道 
               府・県 
電話番号  FAX 番号  

 ※事業所等情報については、複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による」と記載すること。 
 

① 算定した加算の区分 介護職員処遇改善加算（  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  ） 
② 賃金改善実施期間   平成   年   月 ～ 平成   年   月 
③ 平成２８年度分介護職員処遇改善加算総額                                                        円

 

④ 
賃金改善所要額（ⅰ－ⅱ）                                                       円

ⅰ） 加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額                                               円

ⅱ） 初めて加算を取得した月の前年度の賃金の総額                                               円

加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する場合 

⑤ 

平成２８年度分介護職員処遇改善加算総額 

（平成２８年度の加算(Ⅰ)による算定額から平成

２８年度の加算(Ⅱ)による算定額を差し引いた

額） 

                                                       円 

 

⑥ 
賃金改善所要額（ⅲ－ⅳ）                                                       円 

ⅲ） 平成２８年度の加算(Ⅰ)の算定により賃金改善を行った賃金の総額 
円

ⅳ） 平成２６年度の従来の加算（Ⅰ）を取得した場合の賃金の総額 
円

⑦ 

賃金改善を行った賃金項目及び方法(賃金改善を

行う賃金項目（賃金改善を行う賃金項目（増額若

しくは新設した給与の項目の種類（基本給、手

当、賞与等）等）、賃金改善の実施時期や対象職

員、一人当たりの平均賃金改善額について、可能

な限り具体的に記載すること。） 

 

 

 

 
 

※ 介護職員処遇改善計画書において加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算している場合は、介護職員処遇改善実績報告書において
も加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算すること。 

※ 加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算する際は、③及び④の代わりに⑤及び⑥を使用する。 
※ ④ⅰ）及び⑥ⅲ）については、積算の根拠となる資料を添付すること。(任意の様式で可。) 
※ ④又は⑥については、法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むことができる。 
※ ③と④又は⑤と⑥を比較し、必ず④又は⑥が上回らなければならないこと。 
※ ④ⅱ）、⑥ⅳ）の計算に際しては、賃金改善実施期間の職員の人数と合わせた上で算出すること。すなわち、比較時点から賃金
改善実施期間の始点までに職員が増加した場合、当該職員と同等の勤続年数の職員が比較時点にもいたと仮定して、賃金総額に上
乗せする必要があることに留意すること。 

※ 複数の介護サービス事業所等について一括して提出する場合、以下の添付書類についても作成すること。 

・添付書類１：都道府県等の圏域内の、当該計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表（指定権者毎） 

・添付書類２：各都道府県内の指定権者（当該都道府県を含む。）の一覧表（都道府県毎） 

・添付書類３：計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等に係る都道府県の一覧表 
※ 虚偽の記載や、介護職員処遇改善加算の請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや
介護事業者の指定が取り消される場合があるので留意すること。 

 

上記について相違ないことを証明いたします。 

 

               平成  年  月  日    (法 人 名) 
 

                               (代表者名)                             印 
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≪
平

成
２

８
年

度
分

記
入

例
≫

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書
（
平

成
　

２
８

　
年

度
）

柏
原

市
長

　
様

＜
留
意
事
項
＞

①
算

定
し

た
加

算
の

区
分

②
賃

金
改

善
実

施
期

間
←

計
画
書
に
記
載
し
た
実
施
期
間
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

③
平

成
２

８
年

度
分

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

総
額

←

平
成

２
８

年
４

月
か

ら
平

成
２

９
年

３
月

サ
ー

ビ
ス

提
供

分
ま

で
の

加
算

総
額

（
利

用
者

負
担

額
を

含
む

）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
月

遅
れ

請
求

、
過

誤
調

整
等

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
実

際
に

国
保

連
か

ら
支

払
わ

れ
た

月
分

の
加

算
と

し
て

く
だ

さ
い

（
※

基
本

的
に

、
国

保
連

に
お

け
る

平
成

２
８

年
５

月
～

平
成

２
９

年
４

月
審

査
分

ま
で

の
加

算
総

額
（
利

用
者

負
担

額
を

含
む

）
と

な
り

ま
す

 ）
。

ま
た

、
区

分
支

給
限

度
額

を
超

え
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

、
そ

の
分

の
処

遇
改

善
加

算
額

を
徴

収
し

た
場

合
は

、
そ

の
額

も
加

え
て

く
だ

さ
い

。

賃
金

改
善

所
要

額
（
ⅰ

－
ⅱ

）
←

③
の
総
額
を
上
回
る
こ
と
が
加
算
の
要
件
で
す
。

2
3
,8

2
2
,3

0
0
円

←
賃

金
改

善
を

含
め

た
介

護
職

員
の

人
件

費
総

額
（
②

の
期

間
内

）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
障

が
い

福
祉

サ
ー

ビ
ス

な
ど

介
護

保
険

の
加

算
の

対
象

外
事

業
と

兼
務

す
る

職
員

が
い

る
場

合
は

、
各

事
業

の
労

働
時

間
な

ど
で

按
分

し
て

く
だ

さ
い

。
賃

金
改

善
に

伴
う

法
定

福
利

費
等

の
事

業
主

負
担

の
増

加
分

は
、

賃
金

改
善

額
に

含
め

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

2
0
,7

4
3
,0

0
0

円
←

こ
の

項
目

は
、

今
年

度
の

職
員

に
つ

い
て

ⅰ
）
と

ⅱ
）
を

比
較

す
る

た
め

で
あ

り
、

初
め

て
加

算
を

取
得

し
た

月
の

前
年

度
に

勤
務

し
て

い
な

か
っ

た
介

護
職

員
に

つ
い

て
は

、
初

め
て

加
算

を
取

得
し

た
月

の
前

年
度

の
同

種
同

等
の

職
員

の
賃

金
水

準
と

し
ま

す
。

ま
た

、
初

め
て

加
算

を
取

得
し

た
月

の
前

年
度

に
退

職
し

た
職

員
は

考
慮

し
ま

せ
ん

。

加
算

（
Ⅰ

）
を

算
定

し
た

場
合

に
⑤

、
⑥

の
記

入
で

も
可

能
で

す
（
そ

の
場

合
で

も
③

は
記

入
し

て
く
だ

さ
い

）

⑤
←

③
の

総
額

と
「
今

年
度

の
報

酬
単

位
数

に
Ⅱ

の
加

算
率

を
乗

じ
た

場
合

の
総

額
」
の

差
額

を
記

入
し

ま
す

。
こ

こ
で

い
う

加
算

（
Ⅰ

）
、

加
算

（
Ⅱ

）
の

加
算

率
は

平
成

2
8
年

度
の

加
算

率
で

す
。

（
便

宜
上

、
次

の
計

算
式

で
③

の
数

字
か

ら
割

り
出

し
て

く
だ

さ
い

）
通

所
介

護
の

場
合

　
=
 (

③
の

総
額

)-
((

③
の

総
額

)÷
(4

/
1
0
0
)×

(2
.2

/
1
0
0
))

記
入

例
の

場
合

、
3
,0

7
8
,0

0
0
-
(3

,0
7
8
,0

0
0
÷

(4
/
1
0
0
)×

(2
.2

/
1
0
0
))

=
1
,3

8
5
,1

0
0
円

円
←

④
の

ⅰ
）
と

同
様

の
考

え
方

で
す

。

円
←

「
平

成
2
6
年

度
の

従
来

の
加

算
（
Ⅰ

）
の

賃
金

改
善

を
含

む
賃

金
水

準
」
の

総
額

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
今

年
度

の
職

員
に

つ
い

て
ⅲ

）
と

ⅳ
）
を

比
較

す
る

た
め

で
あ

り
、

平
成

2
6
年

度
に

勤
務

し
て

い
な

か
っ

た
介

護
職

員
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
6
年

度
の

同
種

同
等

の
職

員
の

賃
金

水
準

と
し

ま
す

。
ま

た
、

前
年

度
に

退
職

し
た

職
員

は
考

慮
し

ま
せ

ん
。

←
賃

金
改

善
の

内
容

に
つ

い
て

、
項

目
・
対

象
と

な
る

職
員

、
単

価
、

時
期

な
ど

、
具

体
的

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

（
　

　
Ⅰ

　
　

　
Ⅱ

　
　

　
Ⅲ

　
　

　
Ⅳ

　
　

）

平
成

　
２

８
年

　
４

月
　

　
～

　
　

平
成

　
２

９
年

　
３

月

3
,0

7
8
,0

0
0
円

④
3
,0

7
9
,3

0
0
円

ⅰ
）
加

算
の

算
定

に
よ

り
賃

金
改

善
を

行
っ

た
場

合
の

賃
金

の
総

額

ⅱ
）
初

め
て

加
算

を
取

得
し

た
月

の
前

年
度

の
賃

金
の

総
額

加
算

（
Ⅰ

）
の

上
乗

せ
相

当
分

を
用

い
て

計
算

す
る

場
合

平
成

２
８

年
度

分
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
総

額
（
平

成
２

８
年

度
の

加
算

（
Ⅰ

）
に

よ
る

算
定

額
か

ら
平

成
２

８
年

度
の

加
算

（
Ⅱ

）
に

よ
る

算
定

額
を

差
し

引
い

た
額

）

円

⑥

賃
金

改
善

所
要

額
（
ⅲ

－
ⅳ

）
円

ⅲ
）
平

成
２

８
年

度
の

加
算

（
Ⅰ

）
の

算
定

に
よ

り
賃

金
改

善
を

行
っ

た
場

合
の

賃
金

の
総

額

ⅳ
）
平

成
２

６
年

度
の

従
来

の
加

算
（
Ⅰ

）
を

取
得

し
た

場
合

の
賃

金
の

総
額

⑦

賃
金

改
善

を
行

っ
た

賃
金

項
目

及
び

方
法

常
勤

職
員

○
人

の
基

本
給

に
対

し
3
,0

0
0

円
増

額
、

非
常

勤
職

員
○

人

（
賃

金
改

善
を

行
う

賃
金

項
目

（
増

額
若

し
く
は

新
設

し
た

給
与

の
項

目
の

種
類

（
基

本
給

、
手

当
、

賞
与

等
）

等
）
、

賃
金

改
善

の
実

施
時

期
や

対
象

職
員

、
一

人
当

た
り

の
平

均
賃

金
改

善
額

に
つ

い
て

、
可

能
な

限
り

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。
）

の
時

給
に

対
し
1

時
間

5
0

円
増

額
。

平
成

2
7

年
○

月
に

年
末

の
賞

与

を
常

勤
職

員
○

人
に

5
,0

0
0

円
、

非
常

勤
職

員
○

人
に

2
0
0
0

円
増

額
。

加
算

の
余

剰
額

54
0,

00
0円

を
、

平
成

28
年

5月
に

一
時

金
と

し
て

勤

務
時

間
数

に
比

例
し

て
分

配
し

た
。

別
紙

様
式

３

※
介

護
職

員
処

遇
改

善
計

画
書

に
お

い
て

加
算

（
Ⅰ

）
の

上
乗

せ
相

当
分

を
用

い
て

計
算

し
て

い
る

場
合

は
、

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書
に

お
い

て
も

加
算

（
Ⅰ

）
の

上
乗

せ
相

当
分

を
用

い
て

計
算

す
る

こ
と

。
（
そ

の
他

注
意

事
項

）
・
②

の
実

施
期

間
は

、
平

成
2
7
年

度
の

実
施

期
間

と
連

続
し

た
期

間
と

し
、

重
複

し
な

い
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
・
夜

勤
手

当
な

ど
入

る
回

数
に

よ
っ

て
変

動
す

る
金

額
は

④
の

賃
金

の
総

額
に

は
含

め
ま

せ
ん

が
、

夜
勤

手
当

等
の

増
額

分
（
法

定
増

を
除

く
）
に

つ
い

て
は

含
め

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

※
加

算
（
Ⅰ

）
の

上
乗

せ
相

当
分

を
用

い
で

計
算

す
る

際
は

、
③

及
び

④
の

代
わ

り
に

⑤
及

び
⑥

を
使

用
す

る
。

※
④

ⅰ
）
及

び
⑥

ⅲ
）
に

つ
い

て
は

、
積

算
の

根
拠

と
な

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。
（
任

意
の

様
式

で
可

）

※
④

又
は

⑥
に

つ
い

て
は

、
法

定
福

利
費

等
の

賃
金

改
善

に
伴

う
増

加
分

も
含

む
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

※
③

と
④

又
は

⑤
と

⑥
を

比
較

し
、

必
ず

④
又

は
⑥

が
上

回
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。

※
④

ⅱ
）
、

⑥
ⅳ

）
の

計
算

に
際

し
て

は
、

賃
金

改
善

実
施

期
間

の
職

員
の

人
数

と
合

わ
せ

た
上

で
算

出
す

る
こ

と
。

す
な

わ
ち

、
比

較
時

点
か

ら
賃

金
改

善
実

施
期

間
の

始
点

ま
で

に
職

員
が

増
加

し
た

場
合

、
当

該
職

員
と

同
等

の
勤

続
年

数
の

職
員

が
比

較
時

点
に

も
い

た
と

仮
定

し
て

、
賃

金
総

額
に

上
乗

せ
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

※
複

数
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

に
つ

い
て

一
括

し
て

提
出

す
る

場
合

、
以

下
の

添
付

書
類

に
つ

い
て

も
作

成
す

る
こ

と
。

添
付

書
類

１
：
都

道
府

県
等

の
圏

域
内

の
、

当
該

計
画

書
に

記
載

さ
れ

た
計

画
の

対
象

と
な

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
の

一
覧

表
（
指

定
権

者
毎

）

添
付

書
類

２
：
各

都
道

府
県

内
の

指
定

権
者

（
当

該
都

道
府

県
を

含
む

。
）
の

一
覧

表
（
都

道
府

県
毎

）

添
付

書
類

３
：
計

画
書

に
記

載
さ

れ
た

計
画

の
対

象
と

な
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
係

る
都

道
府

県
の

一
覧

表

※
虚

偽
の

記
載

や
、

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

の
請

求
に

関
し

て
不

正
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

支
払

わ
れ

た
介

護
給

付
費

の
返

還
を

求
め

ら
れ

る
こ

と
や

介
護

事
業

者
の

指
定

が
取

り
消

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

の
で

留
意

す
る

こ
と

。

上
記

に
つ

い
て

相
違

な
い

こ
と

を
証

明
い

た
し

ま
す

。

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
法

人
名

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
代

表
者

名
）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
印

1
/
1
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介護保険サービス事業者の指定申請及び指定更新申請の審査手数料について 

 

１ 徴収開始予定時期：平成３０年４月１日以降の指定申請及び指定更新申請 

 

２ 手数料の額及び対象サービス 

 
指  定 更  新（６年毎） 

居 宅 サ ー ビ ス  30,000 円 
同時申請※1

35,000 円 

10,000 円 
同時申請※1

10,000 円 
介 護 予 防 サ ー ビ ス 30,000 円 10,000 円 

居 宅 介 護 支 援  30,000 円 10,000 円 

地域密着型サービス（※2） 30,000 円 
同時申請※1

35,000 円 

10,000 円 
同時申請※1

10,000 円 地域密着型 

  介護予防サービス（※2） 
30,000 円 10,000 円 

介 護 予 防 支 援  30,000 円 10,000 円 

介護予防・生活支援サービス 

（旧介護予防相当サービスに限る。） 
30,000 円 

同時申請※1

35,000 円 
10,000 円 

同時申請※1

10,000 円 

※1 同時申請を行うことができるサービスは、同一事業所で一体的に事業を運営すること

が認められているサービスの組み合わせ（例：訪問看護と介護予防訪問看護、地域密

着型通所介護と旧介護予防通所介護相当サービス など）に限る。 

※2 柏原市の区域内に所在する事業所に限る。 
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